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北海道電力による計画停電が実施された場合、次の灯台、照

射灯は停電時間中、やむを得ず消灯となります。ご注意下さい。

（灯台復旧時間等、詳しくは本部、又は各海上保安部へお問い

合わせ下さい。）

問合せ先 消灯となる灯台・照射灯

函館保安部 函館港第三防砂堤灯台

〃 原口大岩照射灯

室蘭保安部 荻伏港南防波堤南西方照射灯

留萌保安部 豊岬港北防波堤灯台

紋別保安部 宇登呂港東防波堤灯台

■ 計画停電の対象期間

平成24年7月23日(月)～9月14日(金)の平日

（8月13日(月)から8月15日(水)を除く）

■ 灯台等に影響のある時間帯

16:30～21:00

確認はMICSで

その他の標識でも影響
が発生する場合がありま
す。

詳しくは各海上保安部
のMICSでも情報提供中
です。ご確認下さい。

道東沖で操業するサンマ漁船は、操業許
可や漁獲量等の申告のために右図のチェッ
クポイント（2箇所）のいずれかで検査を
受けます。

このため多数のサンマ漁船がチェックポ
イント付近に集中し、接触事故等の発生が
心配されます。特に①は北米航路上なので
大型船との衝突も心配されるところです。

漁船及び通航船は、見張りをしっかり行
い安全運航に努めて下さい。

根室半島

厚岸湾

チェックポイント①
43-05.0N 146-15.0E

チェックポイント②
42-00.0N 147-00.0E

7月の海難隻数及び海難による

死者・行方不明者数（速報値）

22隻、2名平成24年累計（速報
値）71隻、9名

第一管区海上保安本部交通部
電話 0134-27-0118（内線2615,2616）

お問い合わせは


